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データセンターの立地条件
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○ データセンター（注）の立地場所は、データの伝送遅延（レイテンシー）に大きな影響を及ぼす。
（注）大量のコンピューター（サーバー等）を設置し、インターネット接続サービスやデータの管理・運用サービスを提供する施設。

○ 東京に所在するユーザーの場合、データセンターがシドニー（オーストラリア）にある場合の伝送遅延は0.165秒。一
方、データセンターが東京にある場合は0.001秒。

各都市から東京までの伝送遅延（レイテンシー）の平均値

（注） 2021年4月時点における各都市と東京との「ping値」（データの送受信にかかる時間）。
（出所）WonderNetwork「Global Ping Statistics」を基に作成。

東京までの
伝送遅延
（秒）

デジタル

（江東区）（韓国）（オーストラリア） （台湾）







74.0% 70.4% 70.0% 69.0% 67.0% 66.8%
58.6%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

出
張
の
減
少

業
務
の
自
動
化
の
進
展

資
本
市
場
で
の
大
企
業
の

資
金
調
達
の
容
易
化

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

強
靱
化

オ
フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス
の
縮
小

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
に
伴
う

新
た
な
報
酬
制
度
等

ポストコロナの経済社会の恒久的な変化
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○ 世界の経営者に対するアンケート調査によると、ポストコロナの世界における経済社会の恒久的な変化として、「気
候変動問題に対する関心の高まり」が67.0％を占めている。

ポストコロナの世界における経済社会の恒久的な変化
（2020年11-12月に実施した世界の経営者に対するアンケート結果）

（注） 2020年11月7日-12月10日にかけて、世界の経営幹部（日本、米国、カナダ、EU諸国、中国等）に対して実施したアンケート調査（CEOは909名が回答）。
“Please rate the likelihood of the following outcomes becoming a permanent (beyond 3 years or more) part of a changed economic, 

business, or social environment in a post-COVID-19 pandemic world.”との設問に対して”likely”、”highly likely”と回答したCEOの割合。
（出所）The Conference Board 「C-Suite Challenge 2021: Leading in a Post-COVID-19 Recovery」（2021年1月公表）を基に作成。
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グリーンボンド発行額の推移
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○ 世界のグリーンボンド（環境分野のプロジェクト向けの資金を調達するために発行される債券）の発行額は、2020年に
2,699億ドル（約28兆円）まで拡大。

世界のグリーンボンド発行額の推移

（出所）環境省「グリーンファイナンスポータル」（元データはClimate Bonds Initiativeのデータ（2021年2月16日取得））を基に作成。
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グリーンボンドの発行主体
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○ グリーンボンドの発行主体を見ると、2020年に、企業42.9%、金融機関16.9%、政府・政府系機関35.2%と
なっている。

世界のグリーンボンド発行主体の内訳

（出所）Environmental Finance「Sustainable Bonds Insight 2021」（2021年2月22日公表）を基に作成。
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グリーンボンドの国別・資金使途別の内訳
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○ 2020年のグリーンボンドの発行額を見ると、日本は103億ドル（約1.1兆円）であり、米国（511億ドル）、ドイツ
（402億ドル）、フランス（321億ドル）、中国（172億ドル）より少ない。

○ グリーンボンド等により調達した資金の使途は、再生可能エネルギー（829億ドル）が最も多い。

グリーンボンド等（ソーシャルボンドを含む）
により調達した資金の使途（世界、2020年）

（注） 右図は、グリーンボンド以外に、ソーシャルボンド等を含んだ数字。
（出所） Climate Bonds Initiative 「Record $269.5bn green issuance for 2020: Late surge sees pandemic year pip 2019 total by $3bn」（2021

年1月24日公表）、 Environmental Finance「Sustainable Bonds Insight 2021」（2021年2月22日公表）を基に作成。
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第３章 適切な情報開示と透明性の確保

【基本原則３】

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報につい

て、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。その際、取締役会は、

開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、正確で

利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。

考え方

我が国の上場会社による情報開示は、計表等については、様式・作成要領などが詳細に定められており比較可能性に優れている一方で、

会社の財政状態、経営戦略、リスク、ガバナンスや社会・環境問題に関する事項（いわゆるＥＳＧ要素）などについて説明等を行ういわゆる

非財務情報を巡っては、ひな型的な記述や具体性を欠く記述となっており付加価値に乏しい場合が少なくない、との指摘もある。取締役会

は、こうした情報を含め、開示・提供される情報が可能な限り利用者にとって有益な記載となるよう積極的に関与を行う必要がある。

コーポレートガバナンス・コードの開示方針
○ コーポレートガバナンス・コードでは、上場会社は、ESG要素を含む非財務情報の情報提供に主体的に取り組むべ
きであり、その際、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきと記載。

○ 2021年3月31日に示された同コードの改訂案では、上場会社は、自社のサステナビリティについての取組みを適切
に開示すべきであり、特に、プライム市場（2022年4月の東証の市場再編後の最上位市場）上場会社は、TCFD又は
それと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきであるとされている。

「コーポレートガバナンス・コード」 （株式会社東京証券取引所、2018年6月1日）

（出所）東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」、金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」資料を基に作成。
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第３章 適切な情報開示と透明性の確保

【新設】補充原則３－１③

上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。（略）

特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータ

の収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進める

べきである。

コーポレートガバナンス・コード改定案
※2021年3月31日の「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ
会議」で示された改訂案。
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